
住 宅 用 家 屋 証 明 事 務 施 行 細 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(証 明 申 請 の 手 続 ) (証 明 申 請 の 手 続 ) 

第 2条  (略 ) 第 2条  (略 ) 

2 個 人 が 新 築 し た 家 屋 に つ い て 住 宅 用 家

屋 証 明 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 前

項 の 申 請 書 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

又 は そ の 写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

2 個 人 が 新 築 し た 家 屋 に つ い て 住 宅 用 家

屋 証 明 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 前

項 の 申 請 書 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

又 は そ の 写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

(5) 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 に 該

当 す る 区 分 建 物 に つ い て 証 明 を 受 け

よ う と す る 場 合 は 、 当 該 家 屋 の 確 認

済 証 及 び 検 査 済 証 、 設 計 図 書 、 建 築

士 （ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ _耐 火 建 築 物 の 場 合 、 ＿ ＿ 木 造 建

築 士 を 除 く 。 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ） の 証 明 書

等 、 当 該 家 屋 が 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐

火 建 築 物 に 該 当 す る 区 分 建 物 で あ る

こ と を 明 ら か に す る 書 類 。 た だ し 、

当 該 家 屋 の 登 記 事 項 証 明 書 、 登 記 完

了 証 又 は 登 記 済 証 で こ れ ら の 建 築 物

に 該 当 す る こ と が 明 ら か な と き は 、

そ れ ら の 書 類 で 代 え る こ と が で き

る 。  

(5) 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 に 該

当 す る 区 分 建 物 に つ い て 証 明 を 受 け

よ う と す る 場 合 は 、 当 該 家 屋 の 確 認

済 証 及 び 検 査 済 証 、 設 計 図 書 、 建 築

士 （ 建 築 士 法 第 23条 の 3第 1項 の 規 定

に よ り 登 録 さ れ た 建 築 士 事 務 所 に 属

す る 建 築 士 に 限 る も の と し 、 当 該 申

請 に 係 る 住 宅 用 の 家 屋 が 同 法 第 3条 第

1項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 で あ る と き は

一 級 建 築 士 に 、 同 法 第 同 法 第 3条 の 2

第 1項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 で あ る と き

は 一 級 建 築 士 又 は 二 級 建 築 士 に 限

り 、 耐 火 建 築 物 で あ る と き は 木 造 建

築 士 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 証 明 書

等 、 当 該 家 屋 が 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐

火 建 築 物 に 該 当 す る 区 分 建 物 で あ る

こ と を 明 ら か に す る 書 類 。 た だ し 、

当 該 家 屋 の 登 記 事 項 証 明 書 、 登 記 完

了 証 又 は 登 記 済 証 で こ れ ら の 建 築 物

に 該 当 す る こ と が 明 ら か な と き は 、

そ れ ら の 書 類 で 代 え る こ と が で き

る 。  

(6)～ (8) (略 ) (6)～ (8) (略 ) 

3 個 人 が 取 得 し た 建 築 後 使 用 さ れ た こ と

の な い 家 屋 に つ い て 住 宅 用 家 屋 証 明 を

受 け よ う と す る 場 合 に は 、 第 1項 の 申 請

書 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は そ の

写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

3 個 人 が 取 得 し た 建 築 後 使 用 さ れ た こ と

の な い 家 屋 に つ い て 住 宅 用 家 屋 証 明 を

受 け よ う と す る 場 合 に は 、 第 1項 の 申 請

書 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は そ の

写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

(5) 当 該 家 屋 の 直 前 の 所 有 者 又 は 当 該 (5) 当 該 家 屋 の 直 前 の 所 有 者 又 は 当 該



家 屋 の 取 得 に 係 る 取 引 の 代 理 若 し く

は 媒 介 を し た  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ _宅 地 建 物 取 引 業 者 の 当 該 家

屋 が 建 築 後 使 用 さ れ た こ と が な い も

の で あ る 旨 の 証 明 書  

家 屋 の 取 得 に 係 る 取 引 の 代 理 若 し く

は 媒 介 を し た 、 宅 地 建 物 取 引 業 法

（ 昭 和 27年 法 律 第 176号 ） 第 2条 第 4号

に 規 定 す る 宅 地 建 物 取 引 士 の 当 該 家

屋 が 建 築 後 使 用 さ れ た こ と が な い も

の で あ る 旨 の 証 明 書  

(6) (略 ) (6) (略 ) 

(7) 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 に 該

当 す る 区 分 建 物 に つ い て 証 明 を 受 け

よ う と す る 場 合 は 、 当 該 家 屋 の 確 認

済 証 及 び 検 査 済 証 、 設 計 図 書 、 建 築

士 (耐 火 建 築 物 の 場 合 、 木 造 建 築 士 を

除 く 。 )の 証 明 書 等 、 当 該 家 屋 が 耐 火

建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 に 該 当 す る

区 分 建 物 で あ る こ と を 明 ら か に す る

書 類 。 た だ し 、 当 該 家 屋 の 登 記 事 項

証 明 書 、 登 記 完 了 証 又 は 登 記 済 証 で

こ れ ら の 建 築 物 に 該 当 す る こ と が 明

ら か な と き は 、 そ れ ら の 書 類 で 代 え

る こ と が で き る 。  

(7) 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 に 該

当 す る 区 分 建 物 に つ い て 証 明 を 受 け

よ う と す る 場 合 は 、 当 該 家 屋 の 確 認

済 証 及 び 検 査 済 証 、 設 計 図 書 、 建 築

士 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ の 証 明 書 等 、 当 該 家 屋 が 耐 火

建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 に 該 当 す る

区 分 建 物 で あ る こ と を 明 ら か に す る

書 類 。 た だ し 、 当 該 家 屋 の 登 記 事 項

証 明 書 、 登 記 完 了 証 又 は 登 記 済 証 で

こ れ ら の 建 築 物 に 該 当 す る こ と が 明

ら か な と き は 、 そ れ ら の 書 類 で 代 え

る こ と が で き る 。  

(8)～ (10) (略 ) (8)～ (10) (略 ) 

4 個 人 が 取 得 し た 建 築 後 使 用 さ れ た こ と

の あ る 家 屋 に つ い て 住 宅 用 家 屋 証 明 を

受 け よ う と す る 場 合 に は 、 第 1項 の 申 請

書 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は そ の

写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

4 個 人 が 取 得 し た 建 築 後 使 用 さ れ た こ と

の あ る 家 屋 に つ い て 住 宅 用 家 屋 証 明 を

受 け よ う と す る 場 合 に は 、 第 1項 の 申 請

書 に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は そ の

写 し を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

(加 え る ) (7)  租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 第 42条 の 2

の 2第 2項 に 規 定 す る 特 定 の 増 改 築 等

が さ れ た 住 宅 用 家 屋 の 所 有 権 の 移 転

登 記 の 税 率 の 軽 減 を 受 け る た め に 証

明 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 宅 地 建

物 取 引 業 者 か ら 証 明 の 申 請 を 受 け た

建 築 士 、 建 築 基 準 法 第 77条 の 21第 1項

に 規 定 す る 指 定 確 認 検 査 機 関 、 住 宅

の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 5

条 第 1項 に 規 定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 又 は 保 険 法 人 が 、 当 該 申 請 に 係

る 工 事 が 租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 第 42

条 の 2 の 2 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 増

築 、 改 築 、 大 規 模 の 修 繕 若 し く は 大

規 模 の 模 様 替 、 又 は 同 項 第 2号 か ら 第



7号 ま で に 規 定 す る 修 繕 若 し く は 模 様

替 に 該 当 す る 旨 を 証 す る 書 類 （ 同 号

に 掲 げ る 工 事 に 要 し た 費 用 の 額 が 50

万 円 を 超 え る 場 合 に お い て は 、 特 定

の 増 改 築 等 が さ れ た 住 宅 用 家 屋 の 所

有 権 の 移 転 登 記 の 税 率 の 軽 減 の 特 例

用 の 増 改 築 等 工 事 証 明 書 に 加 え て 、

当 該 家 屋 に つ い て 交 付 さ れ た 既 存 住

宅 売 買 瑕 疵 担 保 責 任 保 険 契 約 （ 次 の

ア 及 び イ に 掲 げ る 要 件 に 適 合 す る も

の に 限 る 。 ） が 締 結 さ れ て い る こ と

を 証 す る 書 類 ）  

(加 え る ) ア  特 定 住 宅 瑕 疵 担 保 責 任 の 履 行 の

確 保 等 に 関 す る 法 律 第 19条 第 2号 に

規 定 す る 保 険 契 約 の 引 受 け を 行 う

も の で あ る こ と 。  

(加 え る ) イ  建 築 後 使 用 さ れ た こ と の あ る 居

住 の 用 に 供 す る 家 屋 の 給 水 管 若 し

く は 配 水 管 に 隠 れ た 瑕 疵 (通 常 有 す

べ き 性 能 又 は 機 能 に 影 響 の な い も

の を 除 く 。 )が あ る 場 合 又 は 住 宅 の

品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 施

行 令 第 5条 第 2項 に 規 定 す る 雨 水 の

浸 入 を 防 止 す る 部 分 に 隠 れ た 瑕 疵

が あ る 場 合 に お い て 、 既 存 住 宅 売

買 瑕 疵 担 保 責 任 (建 築 後 使 用 さ れ た

こ と の あ る 居 住 の 用 に 供 す る 家 屋

の 売 買 契 約 に お い て 、 宅 地 建 物 取

引 業 者 が 負 う こ と と さ れ て い る 民

法 第 570条 に お い て 準 用 す る 同 法 第

566条 第 1項 に 規 定 す る 担 保 の 責 任

を い う 。 )を 履 行 す る こ と に よ っ て

生 じ た 当 該 宅 地 建 物 取 引 業 者 の 損

害 を 塡 補 す る も の で あ る こ と 。  

(7) (略 ) (8) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 1号 様 式  (別 紙 の と お り ) 第 1号 様 式  (別 紙 の と お り ) 

第 2号 様 式  (略 ) 第 2号 様 式  (略 ) 

第 3号 様 式  (別 紙 の と お り ) 第 3号 様 式  (別 紙 の と お り ) 

 

 

附  則  

(施 行 期 日 ) 



 1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

(残 存 用 紙 の 使 用 ) 

2 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 住 宅

用 家 屋 証 明 事 務 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ

い て 作 成 さ れ て い る 申 請 書 等 の 用 紙

は 、 改 正 後 の 住 宅 用 家 屋 証 明 事 務 施 行

細 則 の 規 定 に か か わ ら ず 使 用 す る こ と

が で き る 。  

 


